
以下の必要事項を記入し、申請書に添付してください。

Ⅰ　申請の要件

中心商業地区内間での移転である。（中心商業地区への出店は初めてでない）

会社（会社法上の会社（有限会社を含む。））※法人設立登記がされている又は令和８年２月末までにされること。

　徳島市中心市街地出店支援事業補助金交付申請に関するチェックシート及び同意書

下記項目について提出前に確認を行い、右側のチェック欄に「レ」をチェックしてください。
申請者

チェック

徳島市

使用欄

徳島市〇〇町〇丁目〇〇番地

名称・代表者名

所在地

名称

所在地

店舗

（予定）

電話番号

申請者

(株)〇〇〇〇　代表取締役　〇〇　〇〇

徳島市〇〇町〇丁目〇〇番地

（〇〇〇）〇〇〇ー〇〇〇〇　（昼間に連絡がつく番号）

〇〇〇〇　（店舗名）

平成〇年〇月〇日
設立年月日（法人）

生年月日（個人事業主）

法人形態等は次のいずれかである。

個人事業主　※開業届が提出されている又は令和８年２月末までにされること。

不特定多数の来客を目的とする小売業、飲食業およびサービス業等の店舗である。（店舗事務所も含む。）

令和８年２月末までに開店する。

地区に関わらず過去に出店の実績がない。（出店自体が初めて）

中心商業地区内への増店である。（中心商業地区への出店は初めて）

企業組合、協業組合など　※法人設立登記がされている又は令和８年２月末までにされること。

生活衛生同業組合など　※法人設立登記がされている又は令和８年２月末までにされること。

公序良俗に反するものでない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条において規定す

る営業に該当するものでない。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条第２号に規定する暴力

団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらの密接関係者が参加するものでない。

中心商業地区内間での増店である。（中心商業地区への出店は初めてでない）

中心商業地区外からの移転である。（中心商業地区への出店は初めて）

事業について

政治又は宗教的な活動を目的とするものでない。

店舗は、中心商業地区に新たに出店するものであるか。



上記について、チェック内容は相違ないことを確認の上、提出します。
徳島市〇〇町〇丁目〇〇番地

年 月 日 (株)〇〇〇〇〇

代表取締役

〇〇　〇〇

9

徳島市以外の事業者については、当該課税を行った市町村発行の納税証明書

5 工事設計書（図面等）の写し

徳島市中心市街地出店支援事業費補助金交付申請に関するチェックシート及び同意書（本書）

7 工事着工前の写真（外観、内観を各２～３枚）

8

<　法　 　人　> 登記事項証明書（履歴事項証明書）（３か月以内のもの、コピー可）

<個人事業主> 前年の確定申告書の写しまたは開業届の写し

2

3

6 見積書

4 補助対象事業の実施場所を示す地図の写し

徳島市中心市街地出店支援事業費補助金交付申請の内容確認のため、徳島市税の納付状況について、担当部署に情報の

提供を求めることについて、同意する。（同意しない場合は納税証明書を申請者自ら添付すること）
はい いいえ

所在地

名称

代表者職及び氏名

Ⅲ　同意事項　　※次の事項について、「はい」又は「いいえ」の欄にチェックしてください。

〇〇令和〇

収支予算書

Ⅱ　必要提出書類

補助金交付申請書（様式第１号）1

事業計画書

代表

押

印

要


